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令和２年寄居町教育委員会 第８回 定例会会議録 

 

招 集 期 日 令和 ２ 年 ８ 月 ２５ 日 

招 集 場 所 教育委員会室 

開 会 閉 会

の 日 時 

開会   ８月２８日 午後３時００分 

閉会   ８月２８日 午後４時３４分 

教 育 長 轟  和 男 

 

出   席   状   況 

席次番号 職      名 氏        名 適  用 

１ 委 員 今 村 幸 男 出 席・欠 席 

２ 委 員 清  水  幸 三 郎 出 席・欠 席 

３ 委 員 꺬 田 明 美 出 席・欠 席 

４ 委 員 小 林 央 子 出 席・欠 席 

５ 教 育 長 轟  和 男 出 席・欠 席 

議 事 

参与者 

教 育 総 務 課 長 黒 瀨 和 俊 出 席・欠 席 

教 育 指 導 課 長 田 中 義 人 出 席・欠 席 

生 涯 学 習 課 長 根 岸 伸 年 出 席・欠 席 

書 記 教 育 総 務 課 河 邊 ・ 芝 﨑  

 

※ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、議事参与者の出席人数を必要最小限にして

開催しました。 
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日程第４ 

 

 

 

 

 

 

 

開  会 

 

 

前回会議

録の承認

について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会議録署

名委員の

指名につ

いて 

 

教育長報

告につい

て 

 

 

 

 

 

 

議 案 

第２１号 

 

 

 

 

 

 

○轟教育長 

令和２年第８回定例会の開会を宣言します。 

 

○轟教育長 

日程第１ 令和２年第７回定例会及び第１回臨時会の会議録

については、事務局より各委員に事前配布してあります。内容

等について何かございますか。 

 

○委員全員 

なし（仮定） 

 

○轟教育長 

なしの声により承認いただきましたので、前回署名委員とし

て指名された委員は署名をお願いします。 

【第７回定例会署名委員：今村委員・小林委員】 

【第１回臨時会署名委員：今村委員・清水委員】 

 

○轟教育長 

次に日程第２ 会議録の署名委員を指名いたします。 

３番 𠮷田委員、４番 小林委員を指名します。 

 

 

○轟教育長 

続きまして日程第３ 教育長報告です。 

１ 夏期休業開始・学校関係者の PCR検査について 

２ 部落解放同盟市町村交渉について 

３ 給食運営委員会について 

 

○委員全員 

なし 

 

○轟教育長 

続きまして、日程第４ 議案第２１号 専決処理の承認を求

めることについて を議題といたします。事務局より説明をお

願いします。 

 

○黒瀨教育総務課長 

内容説明を行う 
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○小林委員 

今回導入するタブレットの機種は何ですか。 

 

○黒瀨教育総務課長 

タブレットについては今回の契約で導入するものではなく、

別契約でリースをするものですが、メーカーは富士通で、文科

省が定める仕様や価格に基づいて決定いたしました。 

 

○清水委員 

今後のタイムテーブルはどうなりますか。 

 

○黒瀨教育総務課長 

９月議会可決後、正式に相手方と契約書を取り交わし、１０

月から１２月までに通信環境の整備、タブレットと充電保管庫

の納入を行い、３学期から子供たちに１人１台の環境が整うよ

うに目指しております。 

 

○今村委員 

以下３点について質問 

１ 導入業務とは具体的にどのような業務ですか。 

２ 充電保管庫の台数を見ると 2,400 台とありますが、これで

来年の４月には全ての児童生徒がタブレットを使えるという

ことで良いですか。 

３ リコージャパンは富士通の代理店ですか。 

 

○黒瀨教育総務課長 

１ 現在、既に各小中学校に導入されているパソコンとタブレ

ット用として、廊下にアクセスポイントが入っております。

この機器は１人１台タブレットの導入後も継続して併用され

るため、従来のネットワーク環境を維持する必要があります。

そして、これは新たに導入するネットワークと無線電波の干

渉が起こる可能性があるため、その為の調査・調整費用が主

となります。 

２ 充電保管庫については、１つで４５台の容量があり、これ

で全ての児童生徒及び教職員のタブレットを賄えますので、

来年１月から全ての児童生徒及び教職員のネットワーク利用

環境が整う予定です。 

３ リコージャパンは富士通以外にも様々なメーカーのものを

取り扱っておりますので、特別な資本関係があるものではあ
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りません。 

 

○清水委員 

ハード面は１月から揃うということですが、ソフト面として、

教職員がこれを使いこなすための研修等の体制はどうなってい

ますか。 

 

○黒瀨教育総務課長 

 正式稼働前の１２月に、実演用として１校１０台程度のタブ

レットを入れて研修を行い、スムーズな移行ができるようにい

たします。また、次の議案で説明いたしますが、１月の導入以

降は専門家であるＩＣＴ支援員を各校に派遣する予定です。 

 

○小林委員 

これだけの予算を掛けて整備するので、これを十分に活用で

きるように、研修も１回だけではなく複数回行い、クラス間で

格差が出ないように、校内での共有を図って頂ければと思いま

す。 

 

○黒瀨教育総務課長 

 タブレットのリース契約の中に、半年に１回フォローアップ

研修の予算が入っておりまして、先生方に定期的に使い方や新

しい教材の支援をしてまいります。 

 

○今村委員 

現状導入されているタブレット等の機器は現状何台くらいあ

って、リース切れを待つのか、それともリース切れを待たずに

入れ替えるのか。そうした場合違約金は発生するのか。 

 

○黒瀨教育総務課長 

現在の機器は平成２９年８月から各学校に４１台ずつ導入し

ております。５年リースの契約なので、１年半程度新しい契約

と被る期間があります。従来の機器は予備機としてリース期間

終了まで保管しておきますが、基本的には全ての機器が入れ替

わる予定です。 

 

○轟教育長 

他にないようですので、可決することといたしますが、よろ

しいでしょうか。 
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○委員全員  

賛成 

 

○轟教育長 

全員賛成ですので、議案第２１号につきましては、原案どお

り可決いたします。 

 

○轟教育長 

続きまして、日程第５ 議案第２２号 令和２年度寄居町一

般会計補正予算（第２号）（案）に対する意見の回答について を

議題といたします。事務局より説明をお願いします。 

 

○黒瀨教育総務課長 

内容説明を行う 

 

○清水委員 

 下記３点について質問 

１ ＩＣＴの支援業務委託料が１月から３月までの契約という

説明でしたが、先ほど説明のあった１２月の導入前の研修に

ついてはこれでカバーできるのですか。 

２ 家庭でのオンライン環境の整備費の補助について、これは

各児童生徒がタブレットを家に持ち帰って使うということで

すか。要保護・準要保護世帯以外への補助はありますか。 

３ 電子図書館事業とありますが、これはどういった事業です

か。各学校図書館の図書のバーコードとの連携、学校図書館

と読書通鳥との連携等、そういったものは予定していますか。 

 

○黒瀨教育総務課長 

１ リース契約に含まれておりますので、可能です。 

２ 家庭でも活用して頂くことで考えております。ただ、約２

割の家庭で自宅にインターネットの環境が無いというアンケ

ート結果があり、その導入費用を補助するものです。要保護・

準要保護世帯以外への補助は特に考えておりませんが、是非

導入して頂けるようお願いをしていきます。 

 

○田中教育指導課長・根岸生涯学習課長 

３ 電子図書館事業は、町立図書館の一般蔵書とは別に新たに

電子書籍に対応したインターネット上で書籍の貸出を行う図

書館になります。今回のような新型コロナウイルス感染症の
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影響による休館の措置がとられたとしても読書を楽しんでも

らうことが出来る事業となります。また、GIGA スクールの

導入により、タブレット端末を利用することで、電子図書を

通じて読書量を増やすねらいもございます。 

現在、各学校図書館のバーコード管理については、導入費用

の関係で、導入しておりません。本来であれば、町立図書館と

学校図書館をオンラインで繋ぎ、読書通鳥とも連携させるよう

な形が理想ではありますが、今のところ導入予定はありませ

ん。 

 

○轟教育長 

他にないようですので、可決することといたしますが、よろ

しいでしょうか。 

 

○委員全員  

賛成 

 

○轟教育長 

全員賛成ですので、議案第２２号につきましては、原案どお

り可決いたします。 

 

○轟教育長 

続きまして、日程第６ 議案第２３号 令和２年度寄居町一

般会計補正予算（第３号）（案）に対する意見の回答について を

議題といたします。事務局より説明をお願いします。 

 

○黒瀨教育総務課長・根岸生涯学習課長 

内容説明を行う 

 

○委員全員   

なし 

 

○轟教育長 

ないようですので、可決することといたしますが、よろしい

でしょうか。 

 

○委員全員  

賛成 
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○轟教育長 

全員賛成ですので、議案第２３号につきましては、原案どお

り可決いたします。 

 

○轟教育長 

続きまして、日程第７ 議案第２４号 専決処理の承認を求

めることについて を議題といたします。この議案については、

人事に関することになりますので、非公開といたしますがよろ

しいでしょうか。 

 

○委員全員  

賛 成 

 

○轟教育長 

それでは、非公開とします。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

【非公開部分につき審議内容省略】 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

○轟教育長 

議案第２４号につきましては、原案を承認することに決定い

たします。 

 

○轟教育長 

続きまして、日程第８ 諸報告に入ります。教育総務課から

報告をお願いします。 

 

○黒瀨教育総務課長 

１ 工事費等の支払いについて 

 ⑴ 給食センター蒸気回転釜交換修繕 

 

○田中教育指導課長 

１ 教育委員の学校訪問について 

２ 国・県の学校への支援事業について（教員の増員） 

３ 学習支援員・スクールサポートスタッフの配置について 

 

○根岸生涯学習課長 

１ 各地区の体育祭について 
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○小林委員 

学習支援員とスクールサポートスタッフは、教員免許は必要

ですか。 

 

○田中教育指導課長 

スクールサポートスタッフは必要ありません。学習支援員は

必要としていますが、更新していなくても可としています。 

 

○轟教育長 

次に８月２９日から９月末までの行事予定を別紙により報告

を願います。 

 

○黒瀨教育総務課長・田中教育指導課長・根岸生涯学習課長 

「今後の主な行事予定」に沿って、各課から行事日程を報告

する 

 

○委員全員  

なし 

 

○轟教育長 

日程第９ 協議事項に入ります。 

協議事項１ 寄居町表彰審査会委員の推薦について を議題

といたします。事務局より説明をお願いします。 

 

○黒瀨教育総務課長 

説明を行う 

 

○委員全員 

協議を行う 

 

○轟教育長 

協議事項１につきましては、清水委員を推薦することに決定

いたします。よろしくお願いします。 

協議事項２ 委員提案の協議事項について、委員さんから何

かございますか。 

 

○清水委員 

８月５日に文科省の衛生管理マニュアルが改訂されました。

最新のマニュアルを熟読し、現場にあった対応をすることが臨



 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機応変に求められています。 

例えば、熊谷市では熱中症対策のため、傘さし登下校を始め

るよう市教委が各学校に通知したとの報道がありました。私の

所にも、子供に日傘を持たせたいが自分の子だけ持たせるのは

憚られる、といった声がいくつか聞こえてきます。それが良い

か悪いかというのは色々なご意見があると思いますが、いずれ

にせよ、猛暑の中の登下校の指導について、マスクの着用の可

否等、改訂版のマニュアルに基づいて教育委員会としての方針

を立て、各学校の対応を把握する必要があると思いますので、

その辺りの対応についてお伺いします。 

 

○田中教育指導課長 

町でも新しいマニュアルに合わせ、「５つの徹底」という形で

各学校に通知したところです。特に暑さ対策が保護者から一番

ご心配いただいているところです。マスクについては、熱中症

対策を優先させるよう学校に指示しております。特に登下校時

については原則不着用、また、体育の授業中や十分な距離が取

れる場面でもマスクを外すという指導をしております。消毒に

ついても、改訂版のマニュアルに沿って指示をしております。 

 

○小林委員 

小学生の登下校を見るとほとんどの児童がマスクを着用して

おり、あまり徹底はできていないようです。 

 

○田中教育指導課長 

マスクを外しても良いシチュエーションというのをはっきり

させて、そこを指導していければと思います。 

 

○轟教育長 

傘さし登校については安全性の観点から、導入はしない方針

です。 

 

○轟教育長 

続きまして、協議事項３ 第９回定例会及び第１０回定例会

の日程について協議をお願いします。 

 

○委員全員 

協議を行う 
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閉 会 

 

 

 

 

 

 

○轟教育長 

協議の結果、第９回定例会については令和２年９月２５日

（金）１５時００分より教育委員会室にて行います。 

第１０回定例会については。令和２年１０月２３日（金）１

４時４５分より、鉢形城歴史館にて行います。 

以上をもちまして、本日の委員会は閉会といたします。 

 


